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理事長あいさつ  第14回通常総代会挨拶　抜粋

本日ここに第１４回通常総代会を開催しましたところ、総代の
皆様方には、平素より本土地改良区の運営にあたり、特段の理解
と力強いご支援、ご協力を頂いておりますことに衷心より厚く御
礼と感謝を申し上げます。
さて、平成３０年度から、稲作農業を取り巻く環境は大きく変
わり、約半世紀にわたって続いた米の生産調整に対し国が関与し
なくなると、減反に協力していた農家への直接支払交付金がなく
なります。また国は、農地中間管理機構による土地改良事業が可
能になるよう、土地改良法の一部を改正しました。このように先
の見えない状態がまだまだ続くものと思われ、農家経営も大変厳

しい状況下にあることは明白であります。
土地改良区も地域農業を支える団体として、時代と共に変化していかなければなりませ
ん。組合員の負担軽減を目指した業務の効率化と、財産の健全を図るために、平成３０年
度から複式簿記会計を取り組み、組織運営基盤の強化に努めてまいる所存です。
本日の提出案件と致しましては、報告２件、承認１件、議案２４件と膨大な件数であり
ます。議案と致しましては、年度末における平成２９年度各会計の整理予算、更に平成
３０年度から複式簿記会計に移行するための規約等の一部改正、また平成３０年度事業計
画及び一般会計の予算であります。また、土地改良区の最大の財源である、賦課金収納の
公正、公平の原則を守り、常に組合員の納付意欲に影響を及ぼすことの無いように、理由
なく滞納している組合員には、法的処分を行いながら未収賦課金の対策に努めてまいりま
す。
本日提案いたしました議案の詳細については、議案件数も多数となっており、要点のみ
の説明と致しますので、最後まで慎重な審議をよろしくお願い申し上げまして挨拶と致し
ます。

第14回通常総代会が開催されました
３月１７日（土）午後１時３０分より、第１４回通常総代会が開催されました。総代現数５６
名中、４７名が出席し、齋藤文英副理事長が開会を宣言し、渡部英敏理事長が挨拶を述べました。
第１選挙区の前田均総代（旧高田）が議長に選出され、議事録記名人【第２選挙区：五十嵐祥元
総代（境野）、第３選挙区：佐藤勝司総代（塔寺）】及び書記の指名の順で会議は進められました。
総代各位の慎重審議の結果、提出された議案２４件は全て可決決定され、午後３時１５分に閉会
しました。

会 津 宮 川 土 地 改 良 区（2）第22号

理事長
渡部　英敏



報告⑴� 平成29年度臨時総代会以降の業務経過報告について
報告⑵� 平成29年度定期監査報告
承認第１号� 平成29年度第6回理事会において専決補正を行った各会計収支予算の承認について
議案第１号�
　　～� 平成29年度一般会計及び各特別会計収支予算の補正（三次）について
議案第14号�
議案第15号� 基本財産の処分について
議案第16号� 規約の一部改正について
議案第17号� 会計細則の改正について
議案第18号� 役員、総代及び委員等の報酬額、費用弁償額及び旅費支給規程の一部改正について
議案第19号� 地区除外等処理規程の一部改正について
議案第20号� 未収賦課金の5年超過における不納欠損処分について
議案第21号� 複式簿記会計導入に伴う特別会計から一般会計への移行について
議案第22号� 平成30年度事業計画（案）について
議案第23号� 平成30年度歳計現金及び積立金等の預入先指定、各事業の借入限度額の設定等について
議案第24号� 平成30年度組合費等及び一般会計収支予算（案）について

上：採決の様子
左：議長を務めた前田総代

平成30年度一般会計収支予算

勘定科目 金額（千円）
賦 課 金 収 益 1 5 5 , 8 2 1
附 帯 事 業 収 益 1 , 8 0 3
補 助 金 等 収 益 1 7 , 4 0 6
受 託 料 収 益 2 5 8 , 9 3 6
交 付 金 収 益 4 , 9 5 0
寄 付 金 収 益 0
雑 収 益 1 8 6
経 常 収 益 小 計 4 3 9 , 1 0 2
経常収益以外の収入 1 8 7 , 8 9 6
経 常 収 益 合 計 6 2 6 , 9 9 8

経常収益
勘定科目 金額（千円）

人 件 費 8 1 , 6 7 3
一 般 管 理 費 2 7 6 , 7 5 6
事 業 支 出 3 6 , 4 5 6
そ の 他 の 支 出 3 5 8 , 7 4 0
経 常 費 用 小 計 7 5 3 , 6 2 5
経常費用以外の費用 2 4 8 , 8 2 5
経 常 費 用 合 計 1 , 0 0 2 , 4 5 0

前 期 繰 越 収 支 差 額 3 7 5 , 4 5 2
当 期 収 支 差 額 0
次 期 繰 越 収 支 差 額 0

経常費用

※本年度より複式簿記会計を導入した予算措置となっており、会計の一本化を図りました。
　収益・費用について、単式簿記会計移行に伴う処理が加味されております。

提  出  議  案
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農地を転用する場合、決済金がかかります

平成30年度組合費及び決済金基準額
○本年度の組合費は、次のとおりです。� 単位：円/10a

○本年度の地区除外決済金基準額は、次のとおりです。� 単位：円/1,000㎡

賦課種別 賦課基準 賦課期日 納入期限

経常賦課金 田1,200/畑400 H30.6.27 H30. 7.27

国営二期事業償還賦課金 2,728 H30.6.27 H30. 7.27

維持管理賦課金 1,300 H30.6.27 H30. 7.27

施設改修賦課金 447 H30.6.27 H30. 7.27

国営一期事業償還賦課金 高414/新370/本350/坂315 H30.9.27 H30.10.29

県営かんがい排水事業償還賦課金 高・新664/本8,501/坂699 H30.9.27 H30.10.29

宇内地区基盤整備事業償還賦課金 2,357 H30.9.27 H30.10.29

新屋敷新田地区基盤整備事業賦課金 4,252 H30.9.27 H30.10.29

賦課金の種類
会津美里町

会津坂下町 会津若松市
高田地区 新鶴地区 本郷地区

国営二期事業 − − − 27,953 −

県営かんがい排水事業 1,055 1,055 906 1,595 −

維持管理費 54,949 54,949 54,949 54,949 13,846

宇内地区基盤整備事業 − − − 14,568 −

新屋敷新田地区基盤整備事業 − 39,069 − − −

※平成30年度に農地転用等により地区除外する場合でも、当該年度の賦課金は徴収します。

　農地転用を行う場合や公共事業等で農地の売買契約があった場合、その土地を本土地改良区の
台帳から除外するためには、決済金の納入が必要となります。
　農地を農地以外の用途に転用することで、その土地の維持管理費や国・県営事業等の償還金を
残りの土地で負担しなければならなくなります。そのため、組合員の負担を公平にすることを目
的に、除外する土地の負担相当分を決済の対象として、決済金が徴収されます。
　決済処理については、土地改良法第４２条第２項『権利義務の決済』で定められており、本土
地改良区では地区除外等処理規程で定められております。
　詳しくは、賦課徴収係までお問い合わせください。
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施設安全祈願祭（平成30年4月27日）

滞納賦課金は、新組合員が引き継ぎます

滞納処分について

　新宮川ダムにおいて、水の潤沢と施設
の安全を願い、安全祈願祭を挙行致しま
した。
　新宮川ダム管理所勤務の県職員、理事
並びに用排水維持管理委員が参集し、神
事は厳粛に執り行われました。

　新たに土地の権利を取得する時に、その土地に滞納賦課金がある場合、土地改良法第４２条第
１項『権利義務の承継』により、その納入義務は新組合員に生じます。
　売買等により資格を取得する際は、その後のトラブルを避けるためにも、必ず土地改良区に確
認するようお願いします。また、競売の場合も同様の扱いとなりますので、ご注意ください。

　賦課金の滞納組合員に対し、滞納処分を実施しております。
　度重なる催告に応じない、納付方法の相談に訪れない、財産があると判断されるのに納付しな
いなど、悪質と判断される場合は、差押え等の厳しい姿勢で臨みます。
　なお、特別な事情がある方は、本土地改良区まで必ずご相談下さる様お願いします。

事 務 局 体 制（平成３０年４月１日現在）

事務局長
前田　伸一

総務課長
個人情報管理責任者
江川　成美

会計係兼
庶務係主事
渡部　浩美

会計主任
庶務係長
歌川　幸二

賦課徴収係
兼庶務係主事
福田　和洋

賦課徴収係専門員

鈴木美代子

事業課長補佐
兼事業係長
諏訪　美彦

事業係主任

酒井　靖隆
管理係主事

齋藤　貴宏

嘱託職員
（電気主任技術者）
山口　眞

管理係長

二瓶　保之

ダム管理係主事

板橋　吉彦

ダム管理係専門員

山内　幸男

事業課長
管理責任者
渡部　庄吾
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平成30年度新規土地改良事業計画
１．農業用河川工作物応急対策事業
施 設 名　栗村頭首工
事 業 費　178,000千円（Ｈ30）
負担区分　国・県：92%、町：2.4%、改良区：5.6%
工　　期　平成25年度〜平成33年度
工事内容　堰体、護床整備
事業主体　福島県

２．土地改良施設維持管理適正化事業
施 設 名　蛭川揚水機
事 業 費　5,500千円（Ｈ30）
負担区分　国・県：60%、町：4%、改良区：36%
工　　期　平成30年度
工事内容　揚水機・操作盤更新
事業主体　会津宮川土地改良区

３．新屋敷新田地区
　復興再生基盤総合整備事業（経営体育成型）

⑴経営体育成基盤整備事業
受益面積　28.7ha
事 業 費　220,000千円（Ｈ30）
負担区分　国・県：82.5%、町：10%、地元：7.5%
工　　期　平成29年度〜平成32年度
工事内容　整地工、水路工、道路工、補完工
事業主体　福島県
附帯事業　換地処分等に関する業務

⑵経営体育成促進事業（調査・調整事業）
事 業 費　400千円（Ｈ30）
負担区分　国・県：65%、町：14%、地元：21%
工　　期　平成29年度〜平成32年度
工事内容　農地の利用集積を促進
事業主体　会津宮川土地改良区

　春から夏にかけて草刈りを行う時期は、水路の下流
へ刈り草が流れています。
　刈り草が水路に流れると、水路が詰まって下流の農
家の水利用に支障をきたしたり、滞留した草の上にゴ
ミが溜まるなど、水を汚す原因にもなります。
　草刈作業を行う方は、なるべく刈り草を水路へ流さ
ないよう、ご協力をお願いします。
　また、ゴミのポイ捨てや不法投棄も犯罪ですので、
絶対にやめましょう。

草刈りをする方へお願い

栗村頭首工

蛭川揚水機

会 津 宮 川 土 地 改 良 区（6）第22号



平成30年度宮川幹線用水路　分水調整計画について
　出穂期用水を確保するため、６月２５日から７月２５日までの１カ月間、分水調整期間を設定
します。ご協力をお願いします。
　なお、降水によりダムに十分な貯水量（必要水量）が確保できた場合は、分水調整を解除しま
す。

新屋敷新田地区安全祈願祭（平成30年4月13日）

　新屋敷新田地区経営体育成基盤整備事業の安全祈願祭を、会津美里町新屋敷地内で挙行致し
ました。
　神事式では、工事の安全を願い、渡部理事長、会津農林事務所 野内所長、請負業者マルト
建設株式会社代表取締役　上野清範氏が鍬入れを行い、出席者が玉串をささげました。
　つづく起工式では、渡部理事長が、「本事業は旧新鶴村からの念願であり、ようやく国、福
島県及び会津美里町のご支援とご協力により、このたび起工式を催すことができました。農地
整備事業により、集積 ･ 集約を図り、生産性を向上させることが、これからの新屋敷新田地区
の農業経営の多角化を図る等、地域農業の活性化につながるものと喜んでいるところです。工
事が無事に竣工されますことを心からお願いします」と挨拶しました。
　いよいよ、新屋敷新田地区の基盤整備が始まります。

低頭して祈願する出席者 玉串を受け取る渡部理事長 祝辞を述べる
会津農林事務所 野内所長

：水を流す期間

6/25
開始 6/30 7/5 7/10 7/15 7/20 7/25

終了地域・分水工名

会津美里町高田地域

会津美里町新鶴地域

会津坂下町

田沢第１分水工

上台分水工

塔寺4-1・4-2分水工

津尻9-0分水工

※切り替え操作は、午前中に行います。
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退職職員の紹介
　本土地改良区並びに旧会津宮川土地改良区の職員として、約１６年間の在職期間中、会計・経理業務や
賦課徴収業務に携わり、土地改良区の健全な運営に取り組んでいただき、心から感謝申し上げます。長い
間、大変お疲れ様でした。
　現在は、継続雇用により総務課賦課徴収係専門員として引き続き勤務しております。

前　会計主任、総務課長補佐兼賦課徴収係長　鈴木　美代子 氏

会 津 宮 川 土 地 改 良 区（8）第22号

〒969-6266　会津美里町字油田1545
TEL�0242-54-7154　　FAX�0242-54-3596

mail（代表）midori-net@aizumiyakawa.jp
ホームページ��http://www.aizumiyakawa.jp

【発行】会津宮川土地改良区

賦課金の期限内納入にご協力ください

このような時は、土地改良区に届出をしてください。

納入方法　①会津よつば農業協同組合、会津宮川土地改良区事務所窓口での現金納入
　　　　　②土地改良区発行の払込取扱票（コンビニ・郵便局）での納入
　　　　　③会津よつば農業協同組合の口座から口座振替
　　　　　④その他金融機関の口座から口座振替
■口座振替の方は、納期限前に残高の確認をお願いします。
■口座振替、コンビニでの納入は、届出が必要です。ご希望の方は、土地改良区にご連絡ください。

■公共機関（法務局、市、町、農業委員会）で手続きが完了しても、土地改良区へ届出をしなければ
台帳や組合員名などは変更されません。必ず土地改良区へ届出をしてください。
■賦課金は、毎年４月１日現在の台帳面積及び組合員名で賦課されます。異動等があったときは、早
めに土地改良区へ届出をしてください。

期日・期限
区　分　 賦 課 期 日 納 付 期 限

前 期 賦 課 金 平成30年6月27日 平成30年7月27日
後 期 賦 課 金 平成30年9月27日 平成30年10月29日

農地の売買、贈与、交換等で名義変更される場合

組合員資格得喪の通知書
組合員の死亡により、農地を相続する場合

農地を賃貸借契約または解約される場合

農業者年金受給または老齢等のため経営を移譲

住所を変更する場合 組合員住所変更届

農地を宅地や駐車場など、農地以外の用途に転用する 農地転用の通知
地区除外申請書道路や河川などの公共用地のために売買があった

雨水排水や浄化槽排水を水路に放流したい

他目的使用申請書水路に橋を架けて出入り口にしたい

土地改良区所有地に看板などを建てたい


